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1．はじめに

　本稿では、ジョン・スチュアート・ミル（John 

Stuart Mill．以下、ミルと略記）の利潤の要素を

取り上げる。ミルの利潤論といえば、杉原四郎氏

（以下、杉原氏と略記）による研究を忘れてはなら

ないだろう。ミルの著作に通じているとともに、ミ

ルを深く研究した杉原氏の主張には説得力があり、

傾聴すべき点が多くある。杉原氏はミルの利潤論を

「利潤起源論」（杉原、2003、201-230 頁）、「利潤権

利論」（杉原、2003、231-253 頁）、及び「利潤変動

論」（杉原、2003、253-272 頁）として検討してい

る。利潤起源論は「利潤の存在そのものの原因を問

題」とし、利潤権利論は「利潤が特定の人々に所得

として帰属するのはいかなる理由にもとづくのか」

を解明し、利潤変動論は「利潤の分量はどんな諸条

件によって規定され変動するか、という利潤の量的

変動に関する問題」を論じる。そして、杉原氏は利

潤起源論と利潤変動論について、「ミルは大体にお

いて従来の古典派経済学の基本線に沿った議論を展

開している」が、一方、利潤権利論に「ミル独自の

特色が最も明瞭にあらわれている」（杉原、2003、

201-231 頁）とする。本稿で考察する利潤の要素は

利潤権利論の中で検討され、杉原氏はミルの利潤権

利論を考察する際に、監督賃金論がミルの「利潤論

の中の主軸的な地位をしめている」（杉原、2003、

241 頁）とする。さらに、杉原氏は、「監督賃金の受

領者としての機能資本家乃至企業者」に関するミル

の考え方を「ミルの企業者論」（杉原、2003、272-

290 頁）の中で論述している。

　馬渡尚憲氏（以下、馬渡氏と略記）は杉原氏とと

もに我が国のミル研究を牽引した一人である。馬渡

氏は、ミルの利潤論を「要素論」、「原因論」、「決定

論」から成り立つと考えており（馬渡、1997、198

頁）、その考え方は杉原氏とほぼ同じであるとして

いる（馬渡、1997、222 頁）。そして、馬渡氏は『J. 

S. ミルの経済学』（馬渡、1997）の中で 1節を充て

て「利潤要素論」を展開している（馬渡、1997、

197-202 頁）。また、馬渡氏の利潤要素論の特徴とし

て、ジョージ・ラムジー（George Ramsay．以下、

ラムジーと略記）の利潤の要素とミルの利潤の要素

を比較考察していることがある。

　筆者も、これまでミルの利潤の要素の検討をして

きた 1 。ミルの利潤の要素に関する研究が少ない中

にあって、両氏の研究は貴重であり、両氏の研究か

ら学ぶことは多かったが、同時に疑問に感じる点も

出てきた。そこで、本稿では、杉原氏の「利潤権利

論」と馬渡氏の「利潤要素論」の内容を紹介すると

ともに、筆者が疑問に感じる点を論述したい 2 。

　以上の課題を遂行するために、本稿は以下の構成

をとる。「2．ミルの利潤の要素の概要」では、本稿

で取り上げるミルの利潤の要素について概説する。

「3．杉原四郎氏の利潤権利論と企業者論」では、杉

原氏のミルの利潤権利論と企業者論を紹介するとと

もに、杉原氏の主張に対して疑問に感じた点を述べ

る 3 。「4．馬渡尚憲氏の利潤要素論」では、馬渡氏

の「利潤要素論」の内容を紹介するとともに、筆者

と意見が相違する点を指摘する。そして、「5．むす

び」において、本稿を総括する。

2．ミルの利潤の要素の概要

　本稿の論述内容を理解するには、ミルの利潤の要

素の理解が不可欠である。そこで、本節では、前稿
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（村田、2022）を参照しつつ、ミルの利潤の要素に

ついて簡潔に説明したい。

　利潤の要素については、『経済学原理』（Mill, 

1848）よりも前に、『経済学試論集』（Mill, 1844）

の第 4論文「利潤と利子について」の中で論述され

ている。ミルは『経済学試論集』の「利潤と利子に

ついて」の中で、利潤の要素を論じる際にスミス

（Adam Smith）を取り上げて、「利潤は二つの部分

に、すなわち、一つは適切に資本そのものの使用に

対する報酬とみなされる部分、そして、他はその使

用を監督する労働の報酬とみなされる部分に分割さ

れ、前者が利子率に対応する、とアダム・スミスに

よって述べられた」 （Mill, 1844, p.300：訳 322 頁）

と主張している 4。ミルは、資本の使用に対する報

酬部分と危険及び監督労働に対する報酬部分に利潤

を二分するスミスの主張を正しいとしつつも、一層

の正確さを与えることが必要だとし、「資本の使用

によって作られる利潤と、資本に対して支払われる

利子との間の差額は、正しくは、監督賃金（wages  

of superintendence) とみなされる」（Mill, 1848, 

p.301 ：訳 322 頁）と述べ、資本を用いるときの労

苦と危険に対する報酬に監督賃金という名称を付し

ている。ミルは、『経済学試論集』の第 2 論文「生

産に及ぼす消費の影響について」の中でも、利潤と

利子の差額を監督賃金ととらえていることから

（Mill, 1844, pp.269-270：訳 269 頁）、『経済学試論

集』の時期のミルは、利潤が利子と監督賃金の二つ

に分かれると考えていたと判断してよいだろう。

　監督賃金については、労働者の賃金と監督賃金の

性格の違いが、以下のように述べられている。「そ

れ（監督賃金―引用者）は他の全ての労働者の賃金

のように資本から前払いされるのではなく、利潤の

中に含まれ、生産が完了するまでは実現されないと

いう特性を持つ。・・・中略・・・。前払いされる

労働者の賃金は、資本量と比較される競争者の数に

よって規制され、労働者はあらかじめ蓄積された以

上のものを消費することはできない。しかし、あら

かじめ蓄積された富の中から支払われるのではな

く、それ自身を使用して作り出される生産物の中か

ら支払われる種類の労働の報酬には、このような制

約は全く存在しない」 （Mill, 1844, p.301：訳 323 頁）。

つまり、通常の労働者の賃金は、以前に蓄積された

資本から支払われるが、監督賃金は利潤の中に含ま

れることから生産後に実現される。この性格の違い

から、監督賃金は、通常の労働者の賃金とは違って、

その大きさに制約はないという特徴を持つ。したが

って、理論的にみれば、資本家は優れた管理能力や

労苦により事業に成功すれば、監督賃金の増加を介

して利潤を増加させることができることになる。し

かし、『経済学試論集』の「利潤と利子について」

では、監督者の労苦や才能が変化したときの監督賃

金または利潤への影響は考察されていない。さらに

言えば、ミルは、「事業を管理する労苦は、事業の

規模の拡大に比例して増加しない」（Mill, 1844, 

p.303：訳 325 頁）と述べるとともに、監督賃金の

大きさは監督者の才能や労苦ではなく、資本の大き

さに影響されるとみている 5 。

　しかし、ミルは、『経済学原理』の段階では、総

利潤（gross profits）を利子と保険（insurance）

と監督賃金という三つの要素からとらえるようにな

った。『経済学試論集』の「利潤と利子について」

における監督賃金は資本を用いるときの労苦と危険

に対する報酬だったから、『経済学原理』では、「利

潤と利子について」における監督賃金がさらに監督

労働に対する報酬としての監督賃金と危険に対する

報酬としての保険に細分されることになる。自らの

資本で経営する場合には、その事業遂行者は利潤の

三つの要素の全てを受け取るが、資金を借り入れて

経営を行う場合には、経営を遂行する者は、資本提

供者に利子を支払った残余部分の保険と監督賃金を

受け取る。このように、利潤の三つの要素は同じ人

に支払われることもあれば、別々の人に支払われる

こともある。

　この利潤の三つの要素について簡潔に説明した

い。利子は資本の借り手が貸し手に対して支払う対

価で、自らの資本を消費せずに制欲（abstinence）

したことに対する実質的報酬である 。財産の安全

度の高い社会では、人々の蓄積欲求が強くなるため

に、利子率は低くなるが、利子率は「その事業が何

であれ、同じ時と場所においては厳密に同じである。

担保の質が同じ様に良い場合の利子率は、市場の状

況により時が変化するにつれて著しく変化するが、

元本の使途により変化することはない」（Mill, 1848, 

p.405：訳［二］399-400 頁）。

　次に、保険は将来の不確実性によって生じる投下

資本の回収に対する危険のことである（Mill, 1848, 
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p.401：訳［二］391 頁）。この保険は社会の治安状

態と業種の性質に依存し、治安状態が同じ社会であ

れば業種の危険度に依存する。火薬製造業のような

危険度の高い業種の保険は、「彼の生命と彼の財産

が、絶え間なくさらされている特別な危険を埋め合

わせるために、平均よりも著しく大きいものでなけ

ればならない」（Mill, 1848, p.404：訳［二］396 頁）。

　利潤の第三の要素の監督賃金は、「監督に必要な

労働と手腕に対する報酬」（Mill, 1848, p.401：訳

［二］391 頁）である。注目すべきは、監督賃金の根

拠である作業の指揮・統制について、ミルは、「こ

の統制を有効に行使するには、その事業が大規模か

つ複雑である場合には、多大の勤勉が必要であり、

また、しばしば非凡な手腕が必要である」（Mill, 

1848, p.401：訳［二］391 頁）と述べていることで

ある。しかも、管理者の能力と手腕について、ミル

は「どんな産業の企業であれ、指揮し監督するのに

適している人の数、もしくは覚えてさえいればよい

ような日常的な仕事に還元できないような何らかの

工程を実行するのに適している人の数でさえ、常に

需要を下回っている」（Mill, 1848, p.107：訳［一］

213 頁）と述べていることから、優れた管理者は社

会の中で不足しており、労働供給の限られる「非競

争的集団」（Hollander, 2015, p.223）だと認識して

いる。したがって、管理者の優れた能力と手腕は希

少性を持つといえ、大きな利潤を生む要因になる。

株式会社のような大規模な組織の場合には、経営遂

行のために多大な勤勉と非凡な経営手腕が必要にな

るから、高い経営能力を持つ専門経営者を雇用する

ことが有利になる場合もある。上述のように、ミル

は、「利潤と利子について」では、「事業を管理する

労苦は、事業の規模の拡大に比例して増加しない」

と述べていたから、『経済学原理』では管理者の監

督労働に対するミルの評価が高くなっていることが

わかる。

　では、管理者の監督と指揮の労働に対する着目の

変化が、『経済学原理』におけるミルの利潤理解に

どのような影響を与えたのか。次に、この点を見て

いきたい。農業では、肥沃な土地の量に限りがあり、

土地の肥沃さに応じて生産費が違うから、肥沃度の

高い土地に通常の利潤以上の利得が発生し、地主の

地代になる。ミルは、農業における地代の発生メカ

ニズムを工業と商業にも適用して、相対的に低い生

産費を実現できる個人や企業は「特別利潤（extra 

profit）」または「特別利得（extra gains）」を獲得

できると考えた（Mill, 1848, pp.494-495：訳［三］

91 頁）。そして、特別利潤を生み出す要因として、

「資本家自身の、あるいは彼が使用する代理人の知

識と才能と節約と活力」、「個人の肉体的または知的

優越性」、「特別な工程」、「大きな資本」、「特許」、

及び「優れた事業の才能」（Mill, 1848, p.406：訳

［二］400-401 頁；Mill, 1848, pp.494-495：訳［三］

91-92 頁）などが指摘されている。これらの諸要因

から、相対的に低い生産費を実現できた個人や企業

は特別利潤を手に入れることができる。地主は希少

で肥沃な土地を占有することで地代を得るが、上述

のように優れた管理者も社会的に不足しているか

ら、企業や個人は希少で優れた管理能力や労働を行

使することで、他が得ることのできない特別利潤を

得ることができるのである。以上の考察から、ミル

は、『経済学試論集』の「利子と利潤について」で

は、管理者の能力や労苦の違いが利潤に与える影響

への関心は希薄だったが、『経済学原理』では、管

理者の優れた才能や労苦が特別利潤を生むことで、

利潤に影響することを説明していることがわかる。

この点も、『経済学試論集』の「利潤と利子につい

て」と『経済学原理』の間にみられるミルの主張の

変化である。

　さらに、ミルは、「最低限の利潤率（minimum 

rate of profit）」について、利潤の三つの要素を考

慮して説明している。ミルは、利潤率が低下傾向に

あり、資本蓄積が止まる利潤率まで低下する傾向が

あると考えた。ミルはこの資本蓄積を止めてしまう

利潤率のことを最低限の利潤率と呼ぶ。そして、ミ

ルはこの最低限の利潤率を「所与の場所と時間にお

いて、資本の使用に必ず伴うところの制欲と危険と

努力に対する対価をかろうじて提供するに足りる利

潤率」（Mill, 1848, p.402：訳［二］393 頁）と規定

する。この三つの利潤の要素のうちの利子は人々の

将来に対する配慮の増加から人々の蓄積欲求が強く

なるため低下傾向にある。また、保険は社会的な安

全が増加するとともに低下する。したがって、社会

の進歩とともに利子と保険は低下傾向にあるため、

利潤低下の状況下にあっても、利潤の三つの要素に

対する支出はまかなわれるという説明になってい

る。さらに、産業間における利潤率の相違の説明に
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ついても利潤の要素を活用している。ミルは、危険

度の高い産業では保険部分が多くなるため、また、

監督に多くの労苦や高い能力を必要とする産業では

監督賃金部分が一般的な産業よりも多くなるため

に、その利潤率が通常の利潤率よりも高くなると述

べている（Mill, 1848, pp.402-403：訳［二］393-

396 頁）。

　

3．杉原四郎氏の利潤権利論と企業者論

　本節では、杉原氏の利潤権利論と企業者論を検討

したい。「利潤権利論」に関する杉原氏の主張とし

て、以下の点を指摘できるだろう。

　第一に、ミルがあえて利潤の一部を監督賃金と呼

んだ理由が述べられている。杉原氏は、その理由を

「資本家もまた労働者であるという一面をもってい

る」。「労働に対する嫌悪という人間本来の性向にさ

からって、一定の時間とエネルギーとを生産過程に

投下したという点では、企業者としての資本家は、

貸付資本家や地主とよりもむしろ賃金労働者と共通

した性質を本来もっている」（杉原、2003、233-234

頁）からだと述べる。つまり、自らも労働する企業

者としての資本家は労働提供者でもあるから、ミル

は賃金という言葉を用いたと杉原氏は考える。さら

に、杉原氏は監督賃金と通常の賃金との性格上の違

いについても指摘している。それは、監督賃金以外

の通常の賃金の場合には、「同じ困難と熟練を要す

る同一量の労働は等しい報酬を受け取る」（Mill, 

1844, p.301；訳 322 頁）が、監督賃金の場合には、

同じ困難と熟練を要する同一量の労働であっても、

資本の大きさによって、その大きさは変わるという

両者の間に見られる性格の相違である。

　第二に、ミルは「シーニアにならって制欲説を採

用し、これに加えるに危険負担説及び監督賃金説を

以て、みずからの利潤権利論を展開し、利潤の倫理

的正当性乃至は社会的必要性を論証しようとつとめ

ている」（杉原、2003、237 頁）ことである。この点

において、ミルの利潤論は労働者の作り出した価値

の中の労賃を超えた部分が利潤であるというスミス

の利潤控除説とも、また労働生産物の労働者の収益

権を主張する労働全収益権とも違う。

　第三に、総利潤が分割される利子と企業者利得は

貨幣資本家と機能資本家という役割の質的な相違を

反映している。利子と企業者利得は質的にも量的に

も相互に対立した関係にあり、「貨幣資本家の取得

する利子率と資本の非所有者の取得する企業者利得

の率とは逆比例する」（杉原、2003、242 頁）。そし

て、企業者利得を監督賃金としてとらえると、監督

賃金説は、本来、機能資本家は一種の労働者である

という点で、利子生活者と対立することを内在する

可能性がある。しかし、ミルは、利潤の「三つの要

素は、いずれも資本家が直接あるいは間接に生産力

の実現とその発展とに努力し貢献したことに対する

報酬として利潤を正当化」（杉原、2003、246 頁）す

るものであり、ミルは利子生活者と機能資本家の利

益が対立するとは考えていなかった。

　第四に、ミルによれば、人口の増加率が低いほど、

また労働の生産力が高いほど、収穫逓減の法則の実

現が緩和され、人々の生活水準は向上する。「監督

賃金説は、生産力を実現するうえでの組織者・担当

者であり、且つ生産力を発展させる上での推進者・

指導者である企業者乃至経営者の努力とむすびつい

ているだけに、ミルの問題意識から見てとくに重要」

（杉原、2003、246 頁）であり、労働の生産力と人々

の生活水準の向上に関わる。そのため、監督賃金は

資本家の努力に対する正当な報酬として認識され

る。

　第五に、ミルは労資間の利害関係の不一致から、

将来的には、労働者同士の協同組合が社会に拡がり、

「資本家の所得としての利潤が労働者の所得として

の賃金に解消してしまう」と考えた。この労資関係

の変化は、監督賃金が「二重性を脱却して名実とも

に賃金としての性格に徹底してゆく過程にほかなら

ない」。つまり、「資本家の所得としての利潤が労働

者の所得としての賃金に解消してしまうことを意味

する」。杉原氏は、ミルの監督賃金にはこのような

解釈が成り立ちうるが、実際には、経済学と社会主

義との統一性がミルには欠けているとする。そして、

その理由を、ミルには「生産関係という概念がない

から、交換関係は競争関係としてだけつかまれて価

値関係としては理解されず、階級関係は相互不信の

関係としてだけつかまれて搾取関係としては考えら

れず、したがって労資関係も剰余生産物をどのよう

にわけ合うかという分配関係乃至所得関係としての

み見られていて、価値関係と搾取関係との統一とし

て成り立つ剰余価値関係という特殊の生産関係とし
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ては把握されていなかった」（杉原、2003、251 頁）

からだとする。

　さらに、杉原氏は「ミルの企業者論」において、

監督賃金論を企業者機能の観点から補説している。

監督賃金は「監督のために必要な労働と手腕に対す

る報酬」だから、ミルの監督賃金に着目する杉原氏

が監督を担う企業者に着目することになるのは当然

のことだったと思える。杉原氏の「ミルの企業者論」

の論述内容として、以下の点を指摘できるだろう。

　第一に、ミルにおいては、「資本主義と社会主義

の両体制を比較する場合、ひとつの重要論点として、

生産単位たる経営の指導者の能率性の問題が重視さ

れている」（杉原、2003、275 頁）。人間には怠惰と

安楽を好むという本性があるために、経営者にあえ

て新機軸の採用にふみきらせるためには、努力と報

酬が直結することが重要である。そして、このこと

から、「私的個人的経営によって生産活動がおこな

われる経済体制の優位性」と新機軸の採用のために

果たすべき「積極果敢な経営の指導者としての企業

者の重要性」（杉原、2003、276 頁）が結論される。

　第二に、雇われた経営者が経営する株式会社は個

人企業に比べ、経営者の利害が事業の成功または不

成功と緊密に関係していないため、経営に対する熱

意の点で劣る。だが、ミルは、株式会社のような大

企業では高い経営能力が必要になることから、十分

な報酬を支払って優秀な経営者を雇用することで株

式会社のこの欠点を回避できると考えた。ミルの時

代には偶然的要素に依存する前期的投機活動の重要

性は低くなっていたため、ミルは「企業者に要求さ

れる能力として、短期決戦型の個人的手腕のごとき

ものより、経営全体を組織的に統御しつつ長期的な

見とおしの上にたって事業を着実に成長させること

ができるような資質」を重視していた。さらに、ミ

ルは、「僥倖をたのむ場あたり的投機はしりぞけら

れても、利潤を大きくしあるいは費用を減ずべき有

利な新方法を積極果敢に創出乃至採用する冒険的精

神が、企業者に必須」（杉原、2003、281 頁）ととら

え、企業者の知的能動的資質を重視した。

　第三に、ミルは株式会社の欠点を中和する方法と

して、株式会社の経営者に利潤の一定割合を報酬と

して与える利潤分配制度を示した。これは利害に関

する労資共同制といえるが、ミルはこれを労働者だ

けの生産者協同組合に至る過渡的状態ととらえた。

しかし、熟慮の上で危険をおかしたり、高価な改善

を始めたりすることについて、個人資本家は協同原

理で経営される生産者協同組合よりも優れているた

め、ミルは協同組合の経営者の積極性と警戒心を高

めるためには、私的経営者との市場競争が有効であ

るとした。この点からも、ミルは「開拓者的企業者」

（杉原、2003、286 頁）に重要な役割を与えているこ

とがわかる。

　以上が、ミルの利潤権利論と企業者論に対する杉

原氏の理解である。ミルの著作に深く通じている杉

原氏だけに、説得力があるとともに、学ぶべきこと

が多い。ミルを含む古典派経済学における企業者や

利潤については、「イギリス古典派経済学は企業者

を重要な人物とみなさなかった」 （Hébert and Link, 

1982, p.44：訳 75 頁）や「J. S. ミルに至るイギリス

の古典派経済学者においては、その違い（資本家と

企業者の違い―引用者）はなく、資本家という一つ

の用語と利潤という一つの所得範疇が使用された」 

（Dobb, 1963, p.558) との批判的な指摘があるが、杉

原氏はその主張に異を唱えていることは特筆される

べきだろう。一方、ミルの企業者機能については、

シュンペーター（Joseph A. Schumpeter）の「ミ

ルは企業家という用語をイギリスの経済学者たちの

間に一般的に使用させたし、企業者機能の分析にお

いては、監督から一般的でない特別な技能を必要と

する統制、さらに指揮へと進んだ」（Schumpeter, 

1954, p.556：訳（中）332-333 頁）という指摘があ

るが、杉原氏によるミルの企業者分析はシュンペー

ターの考察よりも緻密である。

　しかし、杉原氏の主張には、以下の二点において

物足りなさを感じる。第一に、杉原氏は機能資本家

を前提にして監督賃金を説明している点である。杉

原氏は「一方は貨幣資本家・他方は機能資本家とい

う別個の資格をもつ資本家たちが、一方は資本の再

生産過程とかかわりをもたない資本そのものの所有

の果実・他方は再生産過程における能動的役割の成

果ということなった根拠によっておこなう質的な分

割でもある。利子と企業者利得とはこのような質的

な相違にもとづく別個の範疇なのであるから、たと

え事実上は貨幣資本家と機能資本家とが同一の人間

によって兼ねられていようとも、彼の取得する総利

潤はやはり質的に二分されるものとして考えられる

ことになる」（杉原、2003、241 頁）。杉原氏によれ
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ば、機能資本家は監督を行う一種の労働者であり、

監督労働に対する報酬として監督賃金を受け取り、

一方、貨幣資本家は制欲に対する対価として利子を

受け取る。貨幣資本家が利子として、また機能資本

家が企業者利得として利潤を得る正当性を理由づけ

る理論が制欲説と監督賃金説であった（杉原、

2003、233-243 頁）。さらに、「利子歩合は一定の時

と所において客観的に与えられたものとして固定さ

れている」のに対して、「総利潤量は各事業でちが

っていて、しかもその相違は各事業を経営する機能

資本家の手腕と勤勉の相違からでも生じうる」（杉

原、2003、241 頁）と述べ、機能資本家の手腕と勤

勉の違いが事業間の監督賃金を相違させて、事業間

における利潤の違いを生み出す。

　しかし、ミルは自らの資本を用いて監督労働をす

る機能資本家だけを念頭に置いているわけではな

い。株式会社の経営に見られるように、資本所有者

ではない専門経営者が管理に携わることがあるから

である。むろん、杉原氏も「資本家ならぬ雇用者と

しての支配人」によって監督が代行されることに気

づくものの、さらに、「ミルの企業者論」で述べら

れるように株式会社における専門経営者の役割に着

目するものの、「監督賃金説は資本家のこうした二

重性格を逆にとらえ、資本家であるのは彼が協同労

働の指導者であるからだというように主張する傾向

がある」（杉原、2003、243 頁）と述べて、監督賃金

説の前提に機能資本家を置いている。

　だが、杉原氏の機能資本家を前提とした監督賃金

論の議論には再検討が必要であろう。なぜならば、

株式会社においては所有と経営が分離されており、

「株式会社の管理は、概して、雇われた使用人によ

る管理である」（Mill, 1848, p.137：訳［一］262 頁）

から、「監督のために必要な労働と手腕に対する報

酬」としての監督賃金の考察においても専門経営者

の存在を無視することはできないと思われるからで

ある。雇われた使用人、または「雇われた経営者

（hired managers）」 （Mill, 1848, p.137：訳［一 ]263

頁）のように、企業における資本所有者と監督労働

者が異なる場合、つまり資本所有者が専門経営者を

雇用して経営にあたらせた場合、監督賃金は誰に帰

属するのかという疑問が生じる。機能資本家だけを

前提にすれば、監督賃金は資本家に帰属するという

ことにつきる。しかし、専門経営者が管理をする場

合、専門経営者が監督賃金の支払いの根拠となる

「監督に必要な労働と手腕」を行使していることに

なる。そのため、監督賃金部分を資本家と専門経営

者のどちらが得るのかという問題が生まれるのであ

る。

　この点について、ミルは「中産階級及び労働者階

級の貯蓄に関する特別委員会」（Mill, 1850）の証言

の中で、「著者たちは、たいてい、利子ではない全

ての部分を、つまり、利潤の中で利子を超えるすべ

ての部分を監督賃金と呼んできた。・・・中略・・・。

監督労働の賃金は、それ以外の賃金のように、需要

と供給の関係によって調整されることはなく、実際

には、一種の独占的性質を持つ。なぜならば、資本

の管理は自身の資本を所有する人以外の人が要求で

きないものだからである。したがって、もしも、彼

が大きな資本を持てば、さもなければ自らが行うこ

とになるであろう管理の労働の全てを有能な人々を

雇用して従事させることができるし、また頻繁にそ

うすることで、彼らに利潤の 10 分の 1 を渡すこと

と引き換えに、利子に加えて、とても大きな利潤を

しばしば手に入れることができる」（Mill, 1850, 

p.411）と述べている。つまり、企業の中で資本を

所有する者だけが監督賃金を独占的に得る権利を持

つ。専門経営者を雇用して管理を担当させた場合で

も、彼らに利潤の一部を渡すことはあっても、監督

賃金は専門経営者を雇用した者が得ることになる。

　第二に、杉原氏も「監督賃金説は、制欲説や危険

負担説、さらには特別利潤に関する準地代論的説明

とも密接に連繋し」（杉原、2003、247 頁）とごく簡

潔に述べてはいるが、監督賃金と特別利潤に関する

準地代論的説明の関係について踏み込んだ議論をし

ていない点である。本稿の「2．ミルの利潤の要素

の概略」で述べたように、ミルは他企業よりも相対

的に低い生産費を実現できれば特別利潤を得ること

ができると考え、特別利潤を生む要因として、特別

な工程、大きな資本、特許、優れた事業の才能など

を例示していた。したがって、個人や企業はそれら

により他企業よりも相対的に低い生産費を実現でき

れば、他社が得られない特別利潤を得ることができ

るということだ。これら特別な工程、大きな資本、

特許、組織構造は管理者の能力と手腕に影響される。

つまり、管理者が優れた工程を発明・導入できれば、

大きな資本を調達できれば、特許に値する優れた技
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術を持てば、あるいは労働者を最適配置することが

できれば、その管理者の所属する企業または個人は

特別利潤を得ることができる。

4．馬渡尚憲氏の利潤要素論

　馬渡氏は著書『J. S. ミルの経済学』の第 6章「分

配」の第 2節「利潤要素論」の中でミルの利潤の要

素を検討している。本節では、馬渡氏の利潤要素論

を検討したい。はじめに、利潤の要素に関する馬渡

氏の主張を、以下の 4点として簡潔に説明したい。

　第一に、利潤の要素は、制欲報酬としての利子、

危険補償としての保険料、そして監督報酬としての

監督賃金である。そして、一人の人が必ずしもこの

三つの利潤部分の全てを獲得するわけではなく、三

つの利潤部分を分け合うことがある。例えば、「ひ

とりの人が出資し経営する個人企業の「資本家」の

場合には、その三つの部分をひとりで取得する」が、

企業家が全額借入によって経営する場合、資金の貸

し手に対して利子が支払われる。そして、企業家は、

利潤の中から利子部分を控除した危険負担と監督賃

金を受け取る（馬渡、1997、199 頁）。

　第二に、「利潤は「資本の使用に含まれる制欲と

危険と努力に対する等価」だとされ」、利潤の取得

を不当なものではなく、「犠牲（不効用）に対する

「等価」」としている点がミルの特徴である。したが

って、ミルの利潤要素論は「利潤がどういう理由で

資本家に取得されているかという理由を説明する」

「利潤の権原論」である。この考え方は杉原氏の利

潤権利論と同じである。また、ミルはこの立場から、

「労働全収権論には一貫して反対だった」 （馬渡、

1997、200 頁）。

　第三に、利潤の要素が利潤の最低水準と産業間で

の利潤率を規定することである。利潤の最低水準に

ついては、「制欲報酬と危険補償は非常に可変的で

あり、とくに財産の安全度の相違のために国ごとに

異なるので、利潤の最低水準は先進国においてかな

り低くなる」6 。産業間での利潤率については、「あ

る産業では資本を危険にさらす度合いが高いので、

危険補償部分が大きくなければならず、そのために

利潤率は他の職業よりも高くならなければならな

い」というように、産業間での利潤率の相違の説明

に利潤の要素が活用されている（馬渡、1997、200-

201 頁）。

　第四に、馬渡氏は、ミルとラムジーの利潤の要素

を比較考察し、両者の間に違いは見られるものの、

「ミルの利潤分割論が、直接には、G. ラムジーの分

割論を改善したものであることは明らかである」（馬

渡、1997、199 頁）と述べている。

　ミルの利潤の要素に関する馬渡氏の主張は以上の

とおりである。以上の 4点のうち、第一、第二、及

び第三の主張について異論はないが、第四の主張、

つまりミルとラムジーの利潤の要素の関係性につい

ては、再考が必要だと考える。そこで、この点に絞

って、馬渡氏の主張を吟味したい。

　まず、ラムジーの利潤の要素に対する馬渡氏の理

解を論述したい。

　馬渡氏は、ラムジーが利潤を資本の使用に対する

補償としての「資本の純利潤」と「被る煩労と危険、

および指揮・監督の仕事で発揮される熟練に対する

補償」としての「企業利潤」に分けていると考えて

いる。したがって、馬渡氏の理解では、利潤は資本

の利潤と企業利潤（煩労・危険補償と指揮・監督補

償）に分かれる。ラムジーの「企業利潤」は危険補

償と監督に対する報酬であるから、基本的な考え方

はミルの利潤の要素（利子、保険、監督賃金）と同

じである。また、ラムジーの利潤分割は「資本家と

マスターが異なる個人である時に観察でき」、「ラム

ジーも「資本家」（資本を使用させる者）と「マス

ター」（企業家）の分離にもとづいて、利子と企業

利潤の分割を論じている」。そのため、両者の間に

違いは見られるものの、「ミルの利潤分割論が、直

接にはG. ラムジーの分割論を改善したものである

ことは明らかである」と判断する（馬渡、1997、

199 頁）。

　では、ミルの利潤分割論は、ラムジーの利潤論を

改善したものだろうか。ミルがラムジーの利潤論を

改善したか否かの判断については、ミルがラムジー

の利潤論を知っていたかが重要だろう。この点を明

らかにするために、馬渡氏が提示していない論点を

示したい。すなわち、ミルからオースティン（John 

Austin）宛の手紙（Mill, 1843?）の中で、ミルはラ

ムジー氏（Mr. Ramsay）の本を読んだと書いてい

ることと、同手紙の後半部分で、ラムジー氏の倫理

学の本をまだ手に入れていないと書いている点であ

る。そこで、この論点を検討するために、ラムジー
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が書いた本を確認したい。

　リグ（James McMuller Rigg）によれば、ラム

ジーは多作家で、図表 1 で示す本を残している

（Rigg, 1993, p.685）。

　ラムジーが利潤の要素について書いたAn Essay 
on the Distribution of Wealth（『富の分配に関する

試論』）は 1836 年の公刊であるから、オースティン

宛の手紙の中の「Mr. Ramsay」がジョージ・ラム

ジーであれば、ミルがこの手紙を書いた時点でこの

本を読んでいた可能性はある。また、An Enquiry 
into  the Principles  of Human Happiness  and 
Human Duty（『人間の幸福と義務の原理に関する

研究』）が、ミルがまだ手に入れていない倫理学の

本を指しているとすれば、この手紙の中の「Mr. 

Ramsay」がジョージ・ラムジーである可能性は高

くなる 7。むろん、これ以上の記述がないために、

ミルがラムジーの『富の分配に関する試論』を読ん

だと断定することはできないが、後述のように利潤

の要素について両者に類似が見られることからも、

ミルがラムジーの同著を読んだ可能性はある 8。

　ただし、ラムジーからミルへの影響については、

ミルは『経済学試論集』の「利潤と利子について」

の段階で、利潤の要素として利子と監督賃金につい

て記述している点を考慮する必要がある。1844 年に

出版された『経済学試論集』の中には、5つの論文

が収められている9。この 5つの論文は 1830 年頃に

書かれたものであり10、ミルは『経済学試論集』の

出版に際して、1833 年に第 5論文の一部を書き改め

た以外には、ほとんど変更していないと述べている

（Mill, 1844, p.231； 訳 206 頁：Mill, 1873, p.189； 

訳 160 頁）。一方、『経済学原理』の執筆時期につい

て、ミルは『自伝』の中で、執筆に取りかかったの

が 1845 年秋で、1847 年の年末前には印刷の準備が

できていたと書いている（Mill, 1873, p.243：訳 205

頁）。そうなると、1836 年に公刊されたラムジーの

『富の分配に関する試論』で示された利潤の要素は、

少なくとも、『経済学試論集』執筆段階でのミルに

影響を与えることはできない。したがって、ラムジ

ーがミルに影響を与えたとすれば、『経済学試論集』

（利潤の要素は利子と監督賃金）から『経済学原理』

（利潤の要素は利子、保険、及び監督賃金）におけ

る利潤の要素に対する認識の変化に影響したという

ことになる。しかし、その一方で、ラムジーは剰余

利得を利潤の一要素とみなしたが、ミルは『経済学

原理』においても、特別利潤を利潤の要素とみなさ

なかった。したがって、この点については、ミルは

ラムジーから影響を受けなかったことになる。

　以上の考察を総括すれば、ラムジーからミルへの

影響を支持する根拠として、ミルとラムジーの利潤

の要素に共通性が見られること、及びミルからオー

スティンに送られた手紙の中で記される「Mr. 

Ramsay」がジョージ・ラムジーである可能性を指

摘できる。一方、ラムジーからミルへの影響を支持

しない根拠として、『経済学試論集』の段階で、ミ

ルの利潤の要素論の概略はスミスに依拠しつつ示さ

れていたこと、『経済学試論集』の「利潤と利子に

ついて」と『経済学原理』の利潤の要素の説明の中

でラムジーの名前が見られないこと、さらにラムジ

ーは剰余利得を利潤の要素とするが、ミルは特別利

潤を利潤の要素としていないことを指摘できる。こ

れらの点を総合的に判断すれば、利潤の要素に関す

るラムジーのミルへの影響は、馬渡氏の主張するよ

うに「明らかである」とまでは断定できず、影響を

受けた可能性はあると言うのが適切だろう 11。

　さらに、馬渡氏はミルとラムジーの違いとして、

以下の点を指摘している。第一に、階級に対する名

称の違いである。つまり、「ラムジーは、資本（資

金）を提供するだけの者を「資本家」、専ら経営に

当たる者を「マスター」と呼び、また、自己資本で

経営に当たる者を「マスター資本家」と呼んでいて、

ミルとは使っている用語が異なる」点である。用語

図表 1　ラムジーの著作

出版年 著書名
1836 An Essay on the Distribution of Wealth
1837 A Disquisition on Government
1838 Political Discourses

1843 An Enquiry  into  the  Principles  of Human 
Happiness and Human Duty

1847 A Classification of the Sciences
1848 The Philosophy and Poetry of Love
1848 Analysis and Theory of the Emotions
1853 An Introduction to Mental Philosophy
1857 Principles of Psychology

1962 Instinct and Reason, or the First Principles of 
Human Knowledge

1865 The Moralist and Politician, or Many Things 
in Few Words

1870 Ontology, or Things Existing
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の違いについては、ラムジーの「雇主の資本家（馬

渡氏では「マスター資本家」）」はミルの資本家に、

そしてラムジーの「雇主（馬渡氏では「マスター」）

はミルの企業家（undertaker）に相当するため、馬

渡氏の見解に対して異論はない。また、馬渡氏は、

ラムジーは、「資本家（資本を使用させる者）とマ

スター（企業家）の分離にもとづいて、利子と企業

利潤の分割を論じている」とする（馬渡、1997、

199 頁）12 。この点についても異論はない。

　さらに、馬渡氏は、ラムジーの場合「出資と貸付

を同視しているため出資への危険補償が分離されて

おらず、ミルのような企業利潤の危険補償と監督報

酬への分割論には至っていない」（馬渡、1997、199

頁）と主張する。この点の真偽を確認するには、ラ

ムジーの利潤の要素の概要を知る必要がある 13。

　ラムジーは『富の分配に関する試論』の第 2 編

「富の分配」の第 3 章「総利潤（gross profits）に

ついて」、第 4 章「資本の純利潤（net profits of 

capital）について」、第 5 章「企業の利潤（profits 

of enterprise）について」、及び第 6 章「異なる職

業における総利潤率について」において利潤論を展

開している。第 3章「総利潤について」で述べられ

るのは総利潤の決定である。続く第 4章「資本の純

利潤について」では、利潤は、資本家が資本の使用

を放棄することに対して得ることのできる資本の純

利潤（ラムジーは資本の純利潤率の正確な尺度とし

て利子率を用いる）と雇主が資本を用いることに伴

う労苦と危険、及び指揮と監督に対して得ることの

できる企業の利潤に分けられることが述べられた後

に、資本の純利潤の決定が説明される。第 5章「企

業の利潤について」では、企業の利潤の決定が論じ

られ、ラムジーは、雇主の勤勉・才能と資本の大き

さがともに企業の利潤に影響することを認めるが、

資本の大きさが企業の利潤に強く影響することを主

張している。そして、ラムジーは、第 6章「異なる

職業における総利潤率について」で、利潤率の均等

化が作用するにもかかわらず、利潤率が実際には職

業間、または同一の職業に従事する個人間で異なる

理由を企業の利潤の要素（雇主の労働または労苦に

対する給料、危険に対する保険、及び剰余利得に分

割）を用いて説明している。ラムジーは、企業の利

潤が細分されることについて、以下のように述べて

いる。

　総利潤のうちのある部分は施設の雇主によって行使さ

れたり、引き受けられたりした才能、技術、及び労苦の

報酬を満たし、ある部分は、彼が生産の事業に従事する

ときに受ける危険を補償する。この報酬と補償を超えて

雇主に残る部分は何であれ、その所有から得られる収入

とは全く違った、資本を自由に使える力から生じる収入

とみなされなければならないことを我々は知った。した

がって、企業の利潤は、適切に、三つの部分から成ると

理解できよう。つまり、ある部分は雇主の労働または労

苦に対する給料（salary of the labour or trouble of 

the master）、別の部分は危険に対する保険（insurance 

for risk）、そして残りの部分は、我々が彼の剰余利得

（surplus gains）と呼ぶものである。これらの最初の部

分は、雇主が受ける労苦の大きさとともに変わるであろ

う。そして、第二の部分は、むろん、用いられる資本の

大きさに比例するだろう。（Ramsay, 1836, pp.226-227）

　この引用文から、企業の利潤は雇主の労働または

労苦に対する給料、危険に対する保険、そして剰余

利得に分割されるとラムジーが理解していたことが

わかる。そして、雇主の労働または労苦に対する給

料は雇主の才能、技術、及び労苦の大きさとともに

かわる。また、危険に対する保険は、金銭的損失が

発生する可能性が高い職業ほど大きくなる。職業が

同じであれば危険に対する保険の割合は同じなの

で、危険に対する保険の大きさは資本の大きさに比

例する。さらに、総利潤から雇主の労働または労苦

に対する給料、危険に対する保険、及び資本の純利

潤を控除した後に残余が発生すれば、雇主の資本家

または雇主は剰余利得を手に入れることができる。

　 『富の分配に関する試論』の中で示されている図

表 2 14 を用いて、企業の利潤の三つの要素（雇主の

労働または労苦に対する給料、危険に対する保険、

剰余利得）の特徴について説明したい。同表は保有

する資本の大きさの異なる 2人の雇主の利潤の要素

の大きさを比較したもので、両者ともに総利潤率と

雇主の労働または労苦に対する給料の大きさは同じ

という仮定の下で作られている。第 1の雇主を事例

に取れば、1,000 ポンドの総利潤から 500 ポンドの

利子（資本の純利潤）を控除した 500 ポンドが企業

の利潤になる。そして、500 ポンドの企業の利潤か

ら 100 ポンドの想定された給料（雇主の労働または

労苦に対する給料）と 200 ポンドの保険を引いた残

余の 200 ポンドが剰余利得になる。雇主の労働また
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は労苦に対する給料（100 ポンド）、危険に対する保

険（200 ポンド）、さらに剰余利得（200 ポンド）を

合算した 500 ポンドが企業の利潤であることがわか

る 15。

　ラムジーは同表を用いて、資本が大きくなったと

きの企業の利潤の要素の割合の変化を見ている。資

本規模の増加とともに、企業の利潤に占める雇主の

労働または労苦に対する給料の割合は低下、危険に

対する保険の割合は同じ、そして剰余利得の割合は

増加していることがわかる 16。以上のことから、ラ

ムジーは同表を用いて、資本規模の増加とともに、

企業の利潤の中に占める雇主の労働または労苦に対

する給料と保険を合わせた部分の割合は低下し、剰

余利得部分の割合は増加すると主張する（Ramsay, 

1836, p.227）。また、ラムジーは、剰余利得の増加

率は資本の増加率よりも高くなるとも言う

（Ramsay, 1836, p.229）17 。

　ここで検討すべきは、資本の大きさに関わらず利

潤率が同じことと雇主の労働または労苦に対する給

料が同じという、同表に置かれている仮定である。

ラムジーは、同じ利潤率の下で資本規模の増加によ

る利潤の要素の割合の変化を見たかったのだろう

が、実際には、資本規模の増加により、利潤率が増

加するケースも考えられる。その場合には、剰余利

得がさらに増加することになる。ラムジーは、大き

な資本を持つ有利さとして、完全な分業の導入、新

しい機械または改良された機械の導入、生産の改良

に対する投資、商品の販売価格の引き下げが可能、

の 4 点を指摘しているために（Ramsay, 1836,  

pp.232-242；村田、2021，39-40 頁）、資本の大規模

化とともに利潤率が増加すると考えていたと思え

る。一方、資本の大きさに関わらず雇主の労働また

は労苦に対する給料が同じという仮定は、ラムジー

にとって仮定にとどまるものではない。ラムジーは、

実際に、資本規模に関わらず雇主に必要になる監督

労働の大きさに大きな違いはないとみていた 18。し

たがって、ラムジーの場合、同じ職業で利潤率を相

違させる主因は資本規模であり、ラムジーは資本規

模の増大が剰余利得を増加させることを特に注視し

ている。

　ラムジーとミルの利潤の要素に議論を戻そう。ラ

ムジーに依拠すれば、利潤は資本の純利潤、雇主の

労働または労苦に対する給料、危険に対する保険、

及び剰余利得に分かれる。一方、ミルに依拠すれば、

利潤は利子、保険、及び監督賃金に分かれる。両者

の利潤の要素を見れば、資本提供者が受け取る利子

部分（ラムジーの場合には資本の純利潤、ミルの場

合には利子）と危険に対する保険部分（ラムジーの

場合には危険に対する保険、ミルの場合には保険）

はラムジーとミルで共通している。また、ミルの監

督賃金は特別利潤を含むから、ラムジーの雇主の労

働または労苦に対する給料と剰余利得に該当する。

したがって、ラムジーもミルも利潤の要素に対する

認識は、ほぼ同じといってよいだろうし（村田、

2022、95 頁）、馬渡氏の説明以上にミルとラムジー

の利潤の要素の項目の類似性を確認できる。

　以上の説明から、ラムジーの場合、「企業利潤の

危険補償と監督報酬への分割論には至っていない」

とする馬渡氏の説明は誤解であり、企業の利潤は雇

主の労働または労苦に対する給料、危険に対する保

険、及び剰余利得に分割されるから、ラムジーにお

いて、監督報酬としての雇主の労働または労苦に対

する給料と危険補償としての危険に対する保険は分

割しているが正しい。

図表 2　5,000 ポンドと 10,000 ポンドの資本を保有する
　　　  雇主の利潤の要素の比較

第 1 の雇主は 10,000 ポンドの資本を保有する

　10％の総利潤                  　　　　　 ポンド 1,000

　5％の利子を引く　　　　　　　　　 　 　　  500

　                                   　　　　　　　　　　　　　

　　企業の利潤として残る部分　　  　　　  　  500

　想定された給料を引く　　　　　　　 100

　2％の保険を引く　　　　　　　 　  　200 　　 300

　                                   　　　　　　　　　　　　　

　　剰余利得として残る部分　　　　 　 ポンド 200

　                                   　　　　　　　　　　　　　

第 2 の雇主は 5,000 ポンドの資本を保有する

　10％の総利潤　　　　　　　　　  　  ポンド  500

　5％の利子を引く　　　　　　　　　  　　　  250

　                                   　　　　　　　　　　　　　

　　企業の利潤として残る部分            　　　    250

　給料を引く　　　　　　　　　   　　100

　2％の保険を引く　　　　　　　     　 100 　　 200

　                                   　　　　　　　　　　        

　　剰余利得として残る部分　　　     　  ポンド 50
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　さらに付言すれば、馬渡氏によるラムジーの説明

では、「剰余利得」の説明がないことが分かる。雇

主の労働または労苦に対する給料、危険に対する保

険、及び剰余利得はラムジーの『富の分配に関する

試論』の第 2編第 6章で考察される。また、馬渡氏

のラムジーの『富の分配に関する試論』からの引用

文は、同編第 4章からであって、第 6章からの引用

文は示されていない。したがって、馬渡氏の考察で

は、企業の利潤が雇主の労働または労苦に対する給

料、危険に対する保険、及び剰余利得に分かれるこ

とが述べられる第 6章「異なる職業における総利潤

率について」におけるラムジーの主張が加味されて

いないと思われる。馬渡氏はおそらく同章を未読で

あり、同章まで読み進めば、「企業利潤の危険補償

と監督報酬への分割論には至っていない」と判断す

ることはなかったのではないかと思われる。

5．むすび
　本稿では、杉原氏の利潤権利論と企業者論、及び

馬渡氏の利潤要素論を紹介するとともに検討した。

両氏は我が国を代表するミル研究者であり、両氏の

研究から学ぶべき点は多いが、本稿ではあえて批判

的な見解を提示した。

　杉原氏の主張については、以下の二点において物

足りなさを感じる。第一に、杉原氏は機能資本家を

前提にして監督賃金を説明している点である。ミル

の場合には、専門経営者の存在を軽視することはで

きず、専門経営者を登場させた場合、監督賃金は誰

に帰属するのかという根本的な問題が発生する。ミ

ルは監督賃金を資本の所有者だけが獲得できる独占

的性質を持つと理解していたから、専門経営者に利

潤の一部を渡すことがあったとしても、監督賃金を

得る主体は雇主または雇主の資本家だと考えてい

た。第二に、杉原氏は監督賃金と特別利潤に関する

準地代論的説明の関係について踏み込んだ議論をし

ていない点である。ミルは、特別な工程、大きな資

本、特許、優れた事業の才能などにより他企業より

も相対的に低い生産費を実現できれば、他企業が得

られない特別利潤を得ることができることを説い

た。ミルは『経済学原理』では、『経済学試論集』

よりも経営者の高い資質や能力に着目するようにな

った。そして、この高い管理能力が特別利潤を発生

させるメカニズムを、地代論を応用することで示し

たのである。この二つの点は、ミルの利潤論とりわ

け監督賃金の理解の深化に役立つといえよう。

　馬渡氏の主張については、ラムジーとミルの関係

について、以下の二点において再考が必要だと考え

る。第一に、「ミルの利潤分割論が、直接には、

G. ラムジーの分割論を改善したものであることは

明らかである」との主張である。ミルからオーステ

ィ ン に 送 ら れ た 手 紙 の 中 で 記 さ れ る「Mr.  

Ramsay」がジョージ・ラムジーである可能性はあ

るが断定はできないこと、ミルとラムジーの利潤の

要素に共通性が見られること、『経済学試論集』の

段階でミルの利潤の要素論の概略はできていたこ

と、『経済学試論集』の「利潤と利子について」と

『経済学原理』の利潤の要素の説明の中でラムジー

の名前が見られないこと、及びラムジーは剰余利得

を利潤の一要素とみなしたが、ミルは『経済学原理』

においても、特別利潤を利潤の要素とみなさなかっ

たことから総合的に判断すれば、利潤の要素に関す

るラムジーからミルへの影響は断定ではなく、可能

性があると見る方が適切であろう。第二に、ラムジ

ーでは、「ミルのような企業利潤の危険補償と監督

報酬への分割論には至っていない」との主張である。

この主張は誤解で、馬渡氏は『富の分配に関する試

論』の第 2編第 6章まで読み進めば、ラムジーの企

業の利潤は危険補償、監督報酬、及び剰余利得に分

割されることを理解できたのではないかと思われ

る。

（注）

1　筆者によるミルの利潤の要素に関する論稿としては、

村田、2010、251-256 頁；村田、2022、がある。

2　本稿では、杉原氏の研究については、『自由と進歩―J. 

S. ミル研究―』（杉原四郎著作集 Ⅱ )(2003) を用いた。

杉原氏の利潤権利論の初出は堀経夫編『ミル研究』未

来社（1960）、そして、ミルの企業者論の初出は『経

済論集』（関西大学）第 10 巻第 1 号（1960）、である。

また、馬渡氏の研究については、『J. S. ミルの経済学』

（1997）を用いた。馬渡氏の利潤要素論の初出は「J. 

S. ミルの分配論」『広島大学経済論叢』第 16 巻第 1・2

号（1992）、である。

3　杉原氏の利潤権利論については、村田（2018）の中で

簡単に紹介したことがあるが、本稿では、杉原氏の

「ミルの企業者論」も視野に入れつつ加筆した。

4　スミスは、『国富論』（Smith, 1776）の中で、「元本

（stock）を管理ないし使用する人によって、それから



J. S. ミルにおける利潤の要素

12

引き出される収入は利潤と呼ばれる。自分ではそれを

使用せず、他人にそれを貸す人によって引き出される

収入は、利子または貨幣の使用料（use of money）と

呼ばれる。それは、貸し手がその金を使用して得られ

る可能性がある利潤に対して、借り手が貸し手に支払

う報酬である。その利潤の一部は、当然に、危険を冒

し、それを使用する労苦をいとわない借り手のものに

なり、また一部はこの利潤を作り出す機会を借り手に

与えた貸し手のものになる」（Smith, 1776, pp.69-70；

訳 ［上］97 頁）と述べており、利潤が資本の使用に対

する報酬としての利子と危険を冒して資本を用いる労

苦に対する報酬に分かれると考えた（新村、2017、13

頁）。

5　ミルは、「一般的な利潤率が 10％で、利子率が 5％で

あるならば、監督賃金は 5％となろう。そして、ある

借り手が 100,000 ポンドの資本を使用し、他の借り手

が 100 ポンドの資本しか使用しないとしても、両者の

労働は同一の割合で報酬を与えられるだろう」（Mill, 

1844, p.301：訳 322 頁）と述べている。つまり、利潤

に占める監督賃金の割合は、資本の大きさに関わらず

同じであり、監督賃金の大きさは資本の大きさに影響

されるということである。

6　ミルは、「それ以上の資本増加を許さない」（Mill, 

1848, p.737：訳［四］71 頁）利潤率があると考え、こ

の資本蓄積の持続を止める利潤率を「最低限の利潤率

（minimum rate of profit）」と呼ぶ。そして、この最

低限の利潤率を「所与の場所と時間において、資本の

使用に伴うところの制欲と危険と努力に対する対価を

かろうじて提供するに足りる利潤率」（Mill, 1848, 

p.402：訳［二］393 頁）と規定する。

7　ミル全集（Collected Works of John Stuart Mill）の

脚注では、ミルからオースティン宛のこの手紙の中の

Mr. Ramsay はおそらくジョージ・ラムジーだと記さ

れている。また、倫理学の本は、An Enquiry into 
the Principles  of Human Happiness  and Human 
Duty だとされている。

　　ジョージ・ラムジー以外に Mr. Ramsay として思い

つく人物として、1831 年から 1863 年まで、グラスゴ

ー大学でラテン文学教授（professor of humanity）

を務めたジョージ・ラムジーの弟のウィリアム・ラム

ジー（William Ramsay、1806-1865）がいる。ロス

（Warwick William Wroth, 1993）によれば、ウィリ

アム・ラムジーは 1833 年から 1859 年の間に数冊の本

を公刊した。したがって、Mr. Ramsay がウィリアム

・ラムジーである可能性は否定しきれない。同著でウ

ィリアム・ラムジーの主要著作を確認すると、彼の著

作は数学、ラテン語、歴史に関するもので、経済学の

著書は確認できないため、Mr. Ramsay がウィリアム

・ラムジーだとすれば、ミルがウィリアム・ラムジー

から利潤の要素について影響を受けたとは考えられな

い。

8　杉原氏は、ミルがラムジーの『富と分配に関する試論』

を知っていたかどうかは定かではないとしている（杉

原、2003、240 頁）。

9　 『経済学試論集』には、「諸国民間の交易の法則、なら

びに商業世界の諸国間における貿易の利得の分配につ

いて」、「生産に及ぼす消費の影響について」、「生産的

及び不生産的という言葉について」、「利潤と利子につ

いて」、さらに「経済学の定義、及びそれに適する研

究の方法について」の 5つの論文が掲載されている。

10　5 つの論文の執筆時期については、『経済学試論集』で

は 1829 年と 1830 年と、また、『自伝』（Mill, 1873）

では 1830 年と 1831 年と記されている。

11　 ウ ィ リ ア ム ズ（Philip L. Williams） は シ ー ニ ア

（Nassau William Senior）からミルへの影響は明らか

だが、ミルはおそらくラムジーから部分的に影響を受

けたと述べている（Williams, 1978, p.45）。

12　ラムジーは社会の発展とともに階級分化が進むと考え

ている。社会のもっとも初期の発達段階では、資本家

は存在せず、全ての人々が労働に従事する。しかし、

社会が発展すると資本家が登場し、資本家は自らの資

本を用いて労働者を雇用して経営する。ラムジーは資

本出資だけ行う者と区別するために、資本出資と監督

を共に行う者のことを雇主の資本家と呼んでいる。社

会がさらに発展すると、資本の出資だけを行う者と他

人から資本を調達して指揮・監督に従事する者が生ま

れる。ラムジーは前者を資本家と、そして後者を雇主

と呼んでいる。利潤の要素との関係を説明すれば、雇

主の資本家は総利潤を、資本家は資本の純利潤を、そ

して雇主は企業の利潤を得る。ラムジーの階級と利潤

については、村田、2021、を参照。

13　ラムジーの利潤論については村田、2021 で、また、ラ

ムジーとミルの利潤の要素については村田、2022、で

検討したので参照願いたい。

14　 図表 2は Ramsay, 1836, p.228、にある。

15　ラムジーが図表 2 を用いて説明したかったことは、大

きな資本の所有者の剰余所得は小さな資本の所有者の

剰余所得よりも、大きさだけでなく、資本に対する割

合においても大きくなることである。図表 2 から、

10,000 ポンドの資本を保有する雇主の剰余利得は 200

ポンドであり、資本に対する剰余利得の割合は 2％で

あるが、5,000 ポンドの資本を用いる雇主の剰余利得

は 50 ポンドであり、資本に対する剰余利得の割合は 1

％であることがわかる。同表で注視すべき点は、資本

の大きさに関わらず、労働または労苦に対する給料の

大きさが同じことである。これは、資本規模に関わら

ず、雇主の労働または労苦は同じであることを意味す

るが、ラムジーは、実際に、資本規模に関わらず雇主

に必要な監督労働の大きさに大きな違いはないとみて

いた（Ramsay, 1836, p.255）。
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16　図表 2 では、資本規模の増加により、企業の利潤に占

める雇主の労働または労苦に対する給料の割合は 40％

から 20％に低下、保険の割合は 40％で変化なし、剰

余利得の割合は 20％から 40％に増加、となる。

17　 図表 2 を用いれば、資本の増加率が 2 倍（500 ポンド

→ 1,000 ポンド）のとき、剰余利得の増加率は 4倍（50

ポンド→ 200 ポンド）になる。

18　ラムジーは、「大きな事業を遂行するのに必要な性質

は小さな事業を遂行するのに必要な性質と完全に同じ

ではないとしても、後者の場合よりもずっと高い率の

報酬を彼らに確実に与えるような性質を持つことはほ

とんどない。偉大な雇主は、部門において、第一級の

才能が希少であるという理由でしばしば彼らの仕事に

多くを支払われる偉大な俳優や歌手とは違う」

（Ramsay, 1836, p.255）と言っている。
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